
〇交通費

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

計

※３　距離区分　　（自宅から医療機関まで）

　200kmを超えて225kmまで

　225kmを超えて250kmまで

　250kmを超えて275kmまで

　275kmを超える

　　以前の受給歴について、以前にお住まいの自治体に確認を行うことに関する

この助成金は、限られた公費予算からの公正な支出を行うため、１夫婦当たりの支給回数の上限が決められています。

なお、情報の取り扱いについては十分留意し、プライバシーは厳守します。

（別紙）申請額内訳書

〇治療費

かかった費用※１ 補助基準額※２ 補助額※３

Ａ Ｂ Ｃ＝Ｂ×７/１０

円 円 円

円 円 円

※１　実際にかかった金額を記入してください。

※２　Ａに記入した金額が、50,000円未満の場合、Ａに記入した金額を記入。50,000円以上の場合は、
　　　50,000円と記入。

※３　小数点以下は切り捨て

かかった費用※１ 自宅から医療機関の距離※２ 補助基準額※３ 補助額※４

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ＝Ｃ×２/３

円

※１　公共交通機関を使用した場合、かかった金額を記入し、領収書を添付してください。

※２　自宅から医療機関の距離は地図アプリ等で計測した距離（片道分、小数点1位まで）を記入ください。

補助単価（往復） 補助単価（往復）

　25kmを超えて50kmまで 1,840円 　175kmを超えて200kmまで 8,800円

　50kmを超えて75kmまで 3,180円 9,680円

　75kmを超えて100kmまで 4,040円 10,340円

　100kmを超えて125kmまで 5,060円 11,880円

　125kmを超えて150kmまで 6,160円 12,540円

　150kmを超えて175kmまで 7,920円

　　交通費の助成額は、表の通り距離に応じた上限額があります。

　　Ａに記載した金額が、上限未満の場合は、Ａに記入した金額を記入してください。

　　Aに記載した金額が上限額以上の場合は、上限額を記入してください。

※４　小数点以下は切り捨て

説　　　明　　　書

転入された方は、以前にお住まいの自治体に、この助成金の以前の受給状況を確認することがありますのでご承知ください。


